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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次

第39期

第２四半期

連結累計期間

第40期

第２四半期

連結累計期間

第39期

第２四半期

連結会計期間

第40期

第２四半期

連結会計期間

第39期

会計期間
自　平成21年７月１日

至　平成21年12月31日

自　平成22年７月１日

至　平成22年12月31日

自　平成21年10月１日

至　平成21年12月31日

自　平成22年10月１日

至　平成22年12月31日

自　平成21年７月１日

至　平成22年６月30日

売上高 （千円） 7,713,70410,121,9494,665,0595,153,02019,591,791

経常利益又は経常損失
（△）

（千円） △748,774486,005△110,236360,391133,479

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

（千円） △335,666259,142△41,826 234,492 73,195

純資産額 （千円） － － 10,928,40810,866,60310,809,950

総資産額 （千円） － － 20,102,32219,730,89322,577,177

１株当たり純資産額 （円） － － 921.75 916.47 912.34

１株当たり四半期（当期）
純利益金額又は四半期純損
失金額（△）

（円） △28.98 22.37 △3.61 20.25 6.32

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 53.1 53.8 46.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △242,140731,542 － － 381,855

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 154,382△174,170 － － 45,868

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 456,969△1,169,187 － － 628,092

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） － － 3,361,8903,162,5963,861,556

従業員数 （名） － － 925 949 939

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第39期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４　第39期及び第40期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況
平成22年12月31日現在

従業員数(名) 949　

(注) 　従業員数は、就業人員であります。

　
(2)　提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 382　

(注) 　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　生産高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 2,292,539 －

米国 1,205,330 －

欧州 353,253 －

アジア 430,893 －

合計 4,282,016 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

(2)　受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
　受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

日本 2,074,347 － 1,399,571 －

米国 1,193,931 － 987,924 －

欧州 1,048,642 － 838,581 －

アジア 1,297,744 － 860,378 －

合計 5,614,665 － 4,086,455 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

(3)　販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　販売高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 1,969,423 －

米国 1,145,901 －

欧州 1,039,573 －

アジア 998,122 －

合計 5,153,020 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに係る重要な

変更及び新たに発生した事業等のリスクはありません。

　
　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間における世界経済は、欧州の信用不安問題はあるものの、アジア諸国をはじめとする

新興国の成長や各国の景気刺激策の効果もあり、緩やかな景気回復が継続しました。

日本経済は、アジア向けを中心に輸出及び生産の増加や政策効果により企業業績・収益の改善が見られたもの

の、失業率が依然として高いことや円高の進行により、やや足踏み状態となっております。

このような状況の中、当社グループは第３次中期経営計画の初年度にあたる本年、地域として中国・韓国を中心

としたアジアでの事業拡大、分野としてモバイル機器、自動車用電池及び医療機器業界などの成長分野での事業拡

大を図ってまいりました。

この結果、グループの連結売上高は51億53百万円（前年同四半期比10.5％増）となりました。また利益面につき

ましては、営業利益は４億42百万円となり、前年同四半期に比較して５億75百万円の増加、経常利益は３億60百万円

で同４億70百万円の増加、四半期純利益は２億34百万円で同２億76百万円の増加となりました。

　
セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

電子部品、モーター、自動車電装品業界への売上は堅調に推移しているものの、HDD（ハードディスクドライブ）

業界への売上が減少したことにより、売上高は29億93百万円、セグメント損失は４百万円となりました。

②米国

景気の回復が続き、医療機器及び電子部品業界への売上が堅調に推移し、売上高は12億50百万円、セグメント利益

は１億57百万円となりました。

③欧州

欧州では国により回復の度合いが異なるものの、携帯電話会社への大型システム製品の売上計上及びドイツを中

心に抵抗溶接機器の販売が好調に推移したことにより、売上高は10億59百万円、セグメント利益は63百万円となり

ました。

④アジア

中国では、EMS向けにレーザ加工機の売上が増加、抵抗溶接機器も自動車電装品、モーター及び電池業界向けに売

上が増加しました。韓国では、電池及び液晶ディスプレー業界向けのレーザ溶接装置の売上が増加しました。

この結果、売上高は13億15百万円、セグメント利益は２億５百万円となりました。

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 財政状態の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べて12.6％減少の197億30百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛

金の減少（16億68百万円）、現金及び預金の減少（６億95万円）によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて24.7％減少の88億64百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の

減少（15億26百万円）、短期借入金の減少（７億９百万円）及び長期借入金の減少（３億26百万円）によるもので

あります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加の108億66百万円となりました。これは、主に為替換算調整勘

定の減少（１億97百万円）はあるものの、利益剰余金が増加（２億29百万円）したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、31億62百万円となり、第

１四半期連結会計期間末に比べ３億２百万円減少しました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ５億92百万円増加し、４億63百万円となりました。

これは、仕入債務の減少８億28百万円という資金減少要因があったものの、売上債権の減少（５億52百万円）、

税金等調整前四半期純利益（３億49百万円）、たな卸資産の減少（２億49百万円）、減価償却費（１億54百万円）

という資金増加要因が大きかったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ３億14百万円増加し、68百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出（70百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ７億75百万円増加し、６億18百万円となりました。

これは主に短期借入金の返済による支出（６億10百万円）によるものであります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は2億91百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却等はありません。

　

EDINET提出書類

ミヤチテクノス株式会社(E02031)

四半期報告書

 7/41



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

②　【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 12,030,685 12,030,685
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 12,030,685 12,030,685－ －
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(2) 【新株予約権等の状況】

①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。

平成15年12月18日　第32回定時株主総会の特別決議

　
第２四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個） 150（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 15,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 884（注）２

新株予約権の行使期間
平成18年２月１日～
平成23年１月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　884

資本組入額　442

新株予約権の行使の条件

①対象者は、新株予約権を行使時においても当社取締

役、執行役員、従業員及び当社関係者の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年による

退職の場合は、この限りではない。

②対象者の相続人による新株予約権の行使は認める。

③新株予約権の質入れその他の処分は認めない。

④その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会

決議により決定するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行使による

ものを除く）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとす

る。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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平成16年９月28日　第33回定時株主総会の特別決議

　
第２四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個） 656（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 65,600（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 1,282（注）３

新株予約権の行使期間
平成18年10月１日～
平成23年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　1,282

資本組入額　641

新株予約権の行使の条件

①対象者は、新株予約権を行使時においても当社または

当社の関係会社の取締役、執行役員、従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年

による退職の場合は、この限りではない。

②対象者の相続人による新株予約権の行使は認める。

③新株予約権の質入れその他の処分は認めない。

④その他、権利行使の条件については第33回定時株主総

会及び取締役会決議に基づき、当社と付与者との間で

締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数44個（新株予約権の目的となる株式の数4,400株）が失権しております。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行使による

ものを除く）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとす

る。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。

平成18年９月27日　第35回定時株主総会の特別決議第１回分（平成18年９月27日取締役会決議）

　
第２四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個） 1,963（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 196,300（注）２，３

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 2,360（注）４

新株予約権の行使期間
平成20年９月28日～
平成25年９月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　2,360

資本組入額　1,180

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は権利行使時においても当社の取締役、

執行役員及び従業員ならびに当社の子会社取締役及

び執行役員であることを要する。ただし、当社または

当社の子会社の取締役及び執行役員が任期満了によ

り退任した場合、当社の従業員が定年により退職した

場合、当社及び子会社間で転籍した場合、その他、当社

が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと

特に認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めな

い。

③その他新株予約権の割り当てに関する条件について

は、当社と新株予約権の割り当てを受けるものとの間

で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数272個（新株予約権の目的となる株式の数27,200株）が失権しております。

３　当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株

式数を調整するものとする。

４　新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合、次の算式により、下記(注)７に定める行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使

及び公正発行価額による公募増資の場合は、この限りではない。

調整後払込価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、新株予約権発行後に当社が株式分割または併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて

比例的に調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。上記のほか、割当日後行使

価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で適切に調整する。
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５　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)３に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記(注)７に定められる行使価額を組

織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年９月28日から平成25年９月27日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切

り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める資本金の額を減じた額とする。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

下記(注)６に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

６　新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議の決定がなされた場合）は取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を

取得することができる。 

７　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 2,360円

新株予約権１個当たり 　　　　　　236,000円
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平成18年９月27日　第35回定時株主総会の特別決議第２回分（平成19年７月25日取締役会決議）

　
第２四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個） 540（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 54,000（注）２，３

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 2,109（注）４

新株予約権の行使期間
平成21年７月26日～
平成26年７月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　2,109

資本組入額　1,055

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は権利行使時においても当社の取締役、

執行役員及び従業員ならびに当社の子会社取締役及

び執行役員であることを要する。ただし、当社または

当社の子会社の取締役及び執行役員が任期満了によ

り退任した場合、当社の従業員が定年により退職した

場合、当社及び子会社間で転籍した場合、その他、当社

が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと

特に認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めな

い。 

③その他新株予約権の割り当てに関する条件について

は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で

締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数22個（新株予約権の目的となる株式の数2,200株）が失権しております。

３　当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株

式数を調整するものとする。

４　新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合、次の算式により、下記(注)７に定める行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使

及び公正発行価額による公募増資の場合は、この限りではない。

調整後払込価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、新株予約権発行後に当社が株式分割または併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて

比例的に調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。上記のほか、割当日後行使

価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で適切に調整する。
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５　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)３に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記(注)７に定められる行使価額を組

織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成21年７月26日から平成26年７月25日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切

り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める資本金の額を減じた額とする。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

下記(注)６に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

６　新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議の決定がなされた場合）は取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を

取得することができる。 

７　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 2,109円

新株予約権１個当たり 　　　　　　210,900円
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平成22年９月28日　第39回定時株主総会の普通決議（平成22年９月28日取締役会決議第１回分）

　
第２四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個） 510（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 51,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 560（注）５

新株予約権の行使期間
平成24年10月１日～
平成29年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　560

資本組入額　280

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役

または顧問並びに当社の子会社の取締役または顧問

であることを要する。ただし、当社の取締役が任期満

了により退任した場合、その他、当社が取締役会の決

議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合

にはこの限りではない。

②新株予約権の質入れその他の担保設定は認めない。

③その他新株予約権の行使に関する条件については、当

社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す

る契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 560円

新株予約権１個当たり　　　　　　56,000円

４　新株予約権の取得条項

以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)または(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取

得することができる。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案

(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも

しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを

設ける定款の変更承認の議案
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５　新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行

使によるものを除く）、次の算式により、上記(注)３に定める行使価格を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数については、これを切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たりの処分金額」と読み替える。さらに、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額

は適切に調整されるものとする。

６　新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げる。

(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加

限度額から上記(イ)に定める資本金の額を減じた額とする。

７　組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。た

だし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)２に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)３に定められる行使価額を組

織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成24年10月１日から平成29年９月30日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

上記(注)６に準じて決定する。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

上記(注)４に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

８　新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端株の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式に１株に満たない端株がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。
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平成22年９月28日　第39回定時株主総会の特別決議（平成22年９月28日取締役会決議第２回分）

　
第２四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個） 2,826（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 282,600（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 560（注）５

新株予約権の行使期間
平成24年10月１日～
平成29年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　560

資本組入額　280

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締

役、執行役員及び従業員または顧問並びに当社の子会

社の取締役及び執行役員または顧問であることを要

する。ただし、当社または当社の子会社の取締役及び

執行役員が任期満了により退任した場合、当社の従業

員が定年により退職した場合、その他、当社が取締役

会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認め

た場合にはこの限りではない。

②新株予約権の質入れその他の担保設定は認めない。 

③その他新株予約権の行使に関する条件については、当

社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す

る契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 560円

新株予約権１個当たり　　　　　　56,000円

４　新株予約権の取得条項

以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)または(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取

得することができる。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案

(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも

しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを

設ける定款の変更承認の議案
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５　新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行

使によるものを除く）、次の算式により、上記(注)３に定める行使価格を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数については、これを切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たりの処分金額」と読み替える。さらに、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額

は適切に調整されるものとする。

６　新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げる。

(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加

限度額から上記(イ)に定める資本金の額を減じた額とする。

７　組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。た

だし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)２に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)３に定められる行使価額を組

織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成24年10月１日から平成29年９月30日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

上記(注)６に準じて決定する。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

上記(注)４に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

８　新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端株の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式に１株に満たない端株がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
― 12,030,685 ― 1,606,113 ― 3,626,860

　

(6) 【大株主の状況】

平成22年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３ 873 7.26

城地　敞 千葉県我孫子市 683 5.68

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 680 5.65

戸澤　秀雄 千葉県流山市 582 4.84

ミヤチテクノス従業員持株会 千葉県野田市二ツ塚95－３ 337 2.80

野村信託銀行株式会社（投信
口）

東京都千代田区大手町２丁目２－２ 322 2.68

西澤　敬次 千葉県流山市 207 1.72

渡辺　信次 大阪府高槻市 187 1.56

富士電機システムズ株式会社 東京都品川区大崎１丁目11－２ 187 1.56

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２ 181 1.51

計 ― 4,242 35.26

(注) １　上記のほか、自己株式が448千株（3.73％）あります。

２　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 862千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 677千株

野村信託銀行株式会社（投信口） 322千株

３　当第２四半期会計期間において、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社から平成22年12月17日付

で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成22年12月15日現在で以下の株式を

所有している旨の報告を受けておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主

の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ファンネックス・アセット・マ
ネジメント株式会社

東京都千代田区内幸町二丁目２番３
号日比谷国際ビル18階

782 6.51
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(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 448,500

完全議決権株式（その他） 　普通株式 11,485,000114,850 －

単元未満株式 　普通株式 97,185 － －

発行済株式総数 　 12,030,685－ －

総株主の議決権 　 － 114,850 －

(注) １　「単元未満株式」には当社所有の自己株式80株が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ7,900株

（議決権79個）及び26株含まれております。

　
②　【自己株式等】

平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 千葉県野田市二ツ塚 　 　 　 　

ミヤチテクノス株式会社 95番地の３ 448,500 － 448,500 3.73

計 － 448,500 － 448,500 3.73

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 643 570 560 562 600 680

最低(円) 496 413 474 504 500 556

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期

間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連

結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日か

ら平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連結会計期間（平成22年

10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日

をもって有限責任あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,118,924 3,814,182

受取手形及び売掛金 ※２, ※４
 5,398,116 7,066,873

有価証券 43,671 47,374

商品及び製品 1,477,469 1,492,802

仕掛品 1,010,538 1,218,648

原材料及び貯蔵品 1,615,105 1,578,389

その他 679,365 672,252

貸倒引当金 △57,860 △57,489

流動資産合計 13,285,331 15,833,033

固定資産

有形固定資産 ※１
 3,938,106

※１
 4,022,254

無形固定資産

のれん 227,138 269,546

その他 820,899 931,930

無形固定資産合計 1,048,037 1,201,477

投資その他の資産 1,448,566 1,508,281

固定資産合計 6,434,709 6,732,013

繰延資産 10,853 12,129

資産合計 19,730,893 22,577,177

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,586,077 4,112,240

短期借入金 876,400 1,586,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 652,172 652,089

未払法人税等 137,087 116,915

賞与引当金 26,427 －

製品保証引当金 189,496 182,067

その他 1,245,455 1,505,453

流動負債合計 5,913,116 8,354,766

固定負債

社債 700,000 800,000

長期借入金 1,771,825 2,097,911

退職給付引当金 441,490 470,341

引当金 7,525 5,910

その他 30,332 38,297

固定負債合計 2,951,174 3,412,460

負債合計 8,864,290 11,767,226
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,606,113 1,606,113

資本剰余金 3,734,924 3,734,924

利益剰余金 7,848,621 7,619,607

自己株式 △839,599 △839,573

株主資本合計 12,350,059 12,121,072

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,896 △25,675

為替換算調整勘定 △1,726,463 △1,528,549

評価・換算差額等合計 △1,735,359 △1,554,225

新株予約権 214,354 209,418

少数株主持分 37,548 33,685

純資産合計 10,866,603 10,809,950

負債純資産合計 19,730,893 22,577,177
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 7,713,704 10,121,949

売上原価 4,710,829 5,366,606

売上総利益 3,002,875 4,755,343

販売費及び一般管理費 ※１
 3,752,599

※１
 4,111,293

営業利益又は営業損失（△） △749,723 644,050

営業外収益

受取利息 7,105 2,645

受取配当金 2,135 1,760

助成金収入 21,444 17,520

金利スワップ評価益 17,238 14,138

為替差益 10,123 －

その他 16,135 20,913

営業外収益合計 74,183 56,978

営業外費用

支払利息 58,792 46,697

為替差損 － 137,409

その他 14,441 30,915

営業外費用合計 73,234 215,023

経常利益又は経常損失（△） △748,774 486,005

特別利益

固定資産売却益 24,471 1,495

受取保険金 50,609 －

特別退職金戻入額 51,513 －

特別利益合計 126,594 1,495

特別損失

固定資産除売却損 16,403 9,847

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,253

訴訟和解金 － 7,000

その他 － 1,341

特別損失合計 16,403 34,442

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△638,583 453,058

法人税等 △305,107 189,795

少数株主損益調整前四半期純利益 － 263,263

少数株主利益 2,191 4,120

四半期純利益又は四半期純損失（△） △335,666 259,142
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 4,665,059 5,153,020

売上原価 2,879,308 2,660,435

売上総利益 1,785,751 2,492,585

販売費及び一般管理費 ※１
 1,918,385

※１
 2,050,020

営業利益又は営業損失（△） △132,634 442,565

営業外収益

受取利息 5,525 1,466

受取配当金 1,760 1,760

助成金収入 6,294 17,181

金利スワップ評価益 13,480 6,687

為替差益 24,868 －

その他 4,417 5,131

営業外収益合計 56,346 32,228

営業外費用

支払利息 30,468 22,139

為替差損 － 71,139

その他 3,480 21,122

営業外費用合計 33,948 114,402

経常利益又は経常損失（△） △110,236 360,391

特別利益

固定資産売却益 911 1,495

受取保険金 △1,093 －

特別退職金戻入額 51,513 －

特別利益合計 51,331 1,495

特別損失

固定資産除売却損 7,936 5,864

訴訟和解金 － 7,000

特別損失合計 7,936 12,864

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△66,842 349,021

法人税等 △28,278 106,669

少数株主損益調整前四半期純利益 － 242,351

少数株主利益 3,262 7,858

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41,826 234,492
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△638,583 453,058

減価償却費 345,084 309,388

のれん償却額 45,075 42,408

製品保証引当金の増減額（△は減少） △19,530 10,022

受取利息及び受取配当金 △9,241 △4,406

支払利息 58,792 46,697

売上債権の増減額（△は増加） △443,785 1,545,960

たな卸資産の増減額（△は増加） 680,369 86,435

仕入債務の増減額（△は減少） 117,611 △1,446,672

その他 △272,674 △55,271

小計 △136,881 987,620

利息及び配当金の受取額 9,104 4,453

利息の支払額 △56,699 △49,231

法人税等の支払額 △57,663 △211,300

営業活動によるキャッシュ・フロー △242,140 731,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 302,164 △56

有形固定資産の取得による支出 △206,483 △171,733

有形固定資産の売却による収入 77,425 2,124

無形固定資産の取得による支出 △11,442 △16,711

投資有価証券の売却による収入 4,269 －

その他 △11,550 12,207

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,382 △174,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △484,138 △710,000

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △50,000 △326,003

社債の償還による支出 － △100,000

配当金の支払額 △2,445 △23,415

その他 △6,446 △9,768

財務活動によるキャッシュ・フロー 456,969 △1,169,187

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52,773 △87,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 316,437 △698,960

現金及び現金同等物の期首残高 3,045,452 3,861,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,361,890

※１
 3,162,596
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　 当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日)

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　なお、当社の資産除去債務は建物等の賃借契約の原状回復義務に関するもので

あり、賃借契約に関する敷金が資産に計上されていることから、資産除去債務の

負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最

終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち過年度及び当期

の負担に属する金額を損失及び費用に計上する方法を採用しております。

　これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ1,919千円減少し、税金等調整前四半

期純利益が18,172千円減少しております。
　 　

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
　

　

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日)

たな卸資産の評価方法

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額等を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産で帳簿価

格を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限

り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。
　
　

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示

しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年６月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 5,778,035千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 5,679,151千円

 

※２　満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日
をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の
休日であるため、次の期末日満期手形が期末残高に含
まれております。

受取手形 45,934千円

 

　　　　　　　　　____________

 

　３　コミットメントライン

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行４行とシンジケート方式によるコミット
メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の
借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントラ
インの総額

3,000,000千円

借入実行残高 90,000千円
差引額 2,910,000千円

なお、本契約には次のとおり財務制限条項が付され
ており、当該制限条項に定める事由が発生した場合に
は、期限の利益を喪失することになっております。

①　各年度の決算期の末日の連結の貸借対照表にお
ける純資産の部の金額を、その直前の決算期の末
日又は平成22年６月に終了する決算期の末日に
おける純資産の部の金額のいずれか大きいほう
の70％以上に維持することを確約しております。

②　各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の
経常損益に関して、経常損失を計上しないことを
確約しております。

 
(注)　当社において平成20年７月15日に締結したコ

ミットメントライン契約は、平成22年12月８日
に解約しました。

同日付で新たなコミットメントライン契約
を締結し、財務制限条項に定める事由を変更し
ております。

　２　コミットメントライン

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行４行とシンジケート方式によるコミット
メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行
残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントライ
ンの総額

3,000,000千円

借入実行残高 700,000千円
差引額 2,300,000千円

なお、本契約には次のとおり財務制限条項が付され
ており、当該制限条項に定める事由が発生した場合に
は、期限の利益を喪失することになっております。

①　各年度の決算期末日の単体及び連結の貸借対照
表における純資産の部の金額を、その直前の決算
期末日又は平成19年６月に終了する決算の末日
における純資産の部の金額のいずれか大きいほ
うの75％以上にそれぞれ維持することを確約し
ております。

②　各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計
算書上の経常損益に関して、経常損失を計上しな
いことを確約しております。

当連結会計年度において決算期末日の連結貸借対
照表における純資産の部の金額を平成19年６月に終
了した決算の末日におけるそれの75％以上に維持す
ることができなかったこと、及び単体の経常損益が損
失となったことにより、コミットメントライン契約に
付されている財務制限条項に抵触することとなりま
した。

但し、エージェント等を含めた各金融機関より、当
連結会計年度は上記２点について期限の利益喪失の
権利行使をしない旨の通知を平成22年３月24日付け
で受領しております。

※４　手形割引

受取手形割引高 159,032千円

 

　　　　　　　　　____________
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 150,696千円

給料 1,270,894千円

退職給付費用 105,260千円

製品保証引当金繰入額 18,847千円

減価償却費 191,612千円

研究開発費 607,222千円
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 264,207千円

給料 1,271,255千円

退職給付費用 101,560千円

製品保証引当金繰入額 75,217千円

減価償却費 187,731千円

研究開発費 590,430千円
 

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 83,667千円

給料 619,376千円

退職給付費用 50,543千円

製品保証引当金繰入額 14,330千円

減価償却費 97,441千円

研究開発費 337,203千円
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 142,581千円

給料 634,519千円

退職給付費用 49,284千円

製品保証引当金繰入額 22,548千円

減価償却費 94,863千円

研究開発費 291,889千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と当四半期連
結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関
係

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金残高 3,312,562千円

有価証券勘定に含まれるマ
ネー・マネジメント・ファン
ド

49,327千円

現金及び現金同等物 3,361,890千円
　

現金及び預金残高 3,118,924千円

有価証券勘定に含まれるマ
ネー・マネジメント・ファン
ド

43,671千円

現金及び現金同等物 3,162,596千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成

22年12月31日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類

当第２四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 12,030,685

　
２　自己株式の種類及び総数

株式の種類

当第２四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 448,580

　
３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる

株式の数（株）

当第２四半期

連結会計期間末残高

（千円）

提出

会社

第５回 新株予約権

（平成15年）
普通株式 15,000 ―

第６回 新株予約権

（平成16年）
普通株式 65,600 ―

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 169,210

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 35,208

平成22年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 9,936

合計 80,600 214,354

(注) 　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年8月18日
開催の取締役会

普通株式 23,164,3102.00平成22年６月30日平成22年９月８日利益剰余金

　
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年2月8日
開催の取締役会

普通株式 23,164,2102.00平成22年12月31日平成23年３月９日利益剰余金

　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第２四半期連結累計期間（自　平成21

年７月１日　至　平成21年12月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれも90％を超え

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　
日本

(千円)

米国

(千円)

欧州

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は

全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する
売上高

2,361,352850,480830,821622,4054,665,059 － 4,665,059

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

510,62175,22324,004138,161748,010(748,010) －

計 2,871,974925,703854,825760,5665,413,070(748,010)4,665,059

営業利益又は
営業損失(△)

△334,77950,85772,531115,974△95,415(37,218)△132,634

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス

(2) アジア……韓国、中国、台湾、タイ

　

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日）

　
日本

(千円)

米国

(千円)

欧州

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は

全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する
売上高

3,601,3711,523,3131,481,0101,108,0087,713,704 － 7,713,704

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

854,718135,30836,270264,4101,290,708(1,290,708)－

計 4,456,0901,658,6211,517,2811,372,4199,004,412(1,290,708)7,713,704

営業利益又は
営業損失(△)

△1,079,59557,45428,272178,407△815,46165,737△749,723

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス

(2) アジア……韓国、中国、台湾、タイ
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　 アメリカ 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 651,277 797,188 1,058,942 2,507,407

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 4,665,059

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

14.0 17.1 22.7 53.7

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ………米国、カナダ、中南米

(2) 欧州……………ドイツ、オランダ、フランス

(3) アジア…………韓国、中国、台湾、タイ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日）

　 アメリカ 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,185,705 1,436,332 1,743,620 4,365,658

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,713,704

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

15.4 18.6 22.6 56.6

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ………米国、カナダ、中南米

(2) 欧州……………ドイツ、オランダ、フランス

(3) アジア…………韓国、中国、台湾、タイ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、国内外でレーザ機器及び抵抗溶接機器など産業用電気機械器具を生産し、グローバルサプライ

ヤーとして世界各国に製品を提供しております。当社及び現地法人は、それぞれ独立した経営単位であり、販売する

製品並びに販売形態については各地域で戦略、方針及び目標を立案し、事業活動を行っております。

したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「米国」、「欧州」（主としてドイツ、オランダ）、「アジア」（主として中国、韓国）の４つを報告セグメン

トとしております。

　
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年12月31日）
（単位：千円）

　
報告セグメント

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額日本 米国 欧州 アジア 合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上高

4,087,6562,185,0571,815,6072,033,62710,121,949 － 10,121,949

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,103,861166,20036,997650,2822,957,342△2,957,342 －

計 6,191,5182,351,2581,852,6042,683,90913,079,291△2,957,34210,121,949

セグメント利益 5,594251,98060,820452,256770,652△126,601 644,050

(注) １　セグメント利益の調整額△126,601千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
　

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：千円）

　
報告セグメント

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額日本 米国 欧州 アジア 合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上高

1,969,4231,145,9011,039,573998,1225,153,020 － 5,153,020

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,023,994104,54720,242317,4591,466,244△1,466,244 －

計 2,993,4171,250,4481,059,8161,315,5816,619,264△1,466,2445,153,020

セグメント利益
又は損失(△)

△4,402157,26263,733205,362421,955 20,609 442,565

(注) １　セグメント利益又は損失の調整額20,609千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
（追加情報）

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20年

３月21日）を適用しております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(有価証券関係)

その他有価証券で時価のあるものについて、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及び人数（名)
当社従業員　180名
（内、執行役員　7名）

当社取締役　５名

株式の種類別ストックオプション付
与数(株)

普通株式　282,600株 普通株式　51,000株

付与日 平成22年10月13日 平成22年10月14日

権利確定条件 (注)２ (注)３

対象勤務期間 - －

権利行使期間
平成24年10月１日
～平成29年９月30日

平成24年10月１日
～平成29年９月30日

権利行使価格(円) 560円 560円

付与日における公正な評価単価(円) 237円 237円

(注) １　株式数に換算して記載しております。

２　付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）まで継続して、当社の取締役、執行役員及び従業員または顧

問並びに当社の子会社の取締役及び執行役員または顧問の地位にいること。ただし、当社または当社の子会社

の取締役及び執行役員が任期満了により退任した場合、当社の従業員が定年により退任した場合、その他、当

社が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合にはこの限りではない。

３　付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）まで継続して、当社の取締役または顧問並びに当社の子会

社の取締役または顧問の地位にいること。ただし、当社の取締役が任期満了により退任した場合、その他、当社

が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合にはこの限りではない。

　
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年６月30日)

　

１株当たり純資産額 916円47銭

　

　

１株当たり純資産額 912円34銭

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
当第２四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 10,866,603 10,809,950

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 251,903 243,103

　（うち新株予約権） (214,354) (209,418)

　（うち少数株主持分） (37,548) (33,685)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額

（千円）
10,614,699 10,566,846

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

(期末)の普通株式の数（株）
11,582,105 11,582,155
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２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 28円98銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 22円37銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △335,666 259,142

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△335,666 259,142

期中平均株式数（株） 11,582,248 11,582,138

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な変

動がある場合の概要

－

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の普通決議によ

る新株予約権

(普通株式　51,000株)

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の特別決議によ

る新株予約権

(普通株式　282,600株)

 
これらの詳細については、

第４　提出会社の状況　１　株

式等の状況　(2)新株予約権等

の状況に記載のとおりであり

ます。
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 ３円61銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 20円25銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

　四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △41,826 234,492

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円）

△41,826 234,492

　期中平均株式数（株） 11,582,205 11,582,120

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な変

動がある場合の概要

－

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の普通決議によ

る新株予約権

（普通株式　51,000株）

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の特別決議によ

る新株予約権

（普通株式　282,600株）

 
これらの詳細については、

第４　提出会社の状況　１　株

式等の状況　(2)新株予約権等

の状況に記載のとおりであり

ます。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年６月30日以前のものについては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。また、リース取引残高は前連結会計年度末に比

べて著しい変動は認められません。

　

２ 【その他】

第40期（平成22年７月１日から平成23年６月30日まで）中間配当については、平成23年２月８日開催の取締役会

において、平成22年12月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 23,164千円

②　１株当たりの金額 ２円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年３月９日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ミヤチテクノス株式会社(E02031)

四半期報告書

39/41



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

ミヤチテクノス株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    尾    淳    一    ㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    邉    道    明    ㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミヤ

チテクノス株式会社の平成21年７月１日から平成22年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年７月１日から平成

21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミヤチテクノス株式会社及び連結子会社の平

成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累

計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月14日

ミヤチテクノス株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    尾    淳    一    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    服    部    將    一    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　
　
公認会計士    山    邉    道    明    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミヤ

チテクノス株式会社の平成22年７月１日から平成23年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年７月１日から平成

22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミヤチテクノス株式会社及び連結子会社の平

成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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